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【適時開示体制の概要】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※1 情報取扱責任者は、管理本部長である。 

    ※2 管理本部長は、取締役に委嘱されており、取締役会・常務会に出席している。 

 

（注）決定事項に関する情報は、取締役会または常務会の承認を得て適時開示して

おり、発生事実に関する情報は、取締役会または常務会に報告し、適時開示

しております。 

 

以 上 

会社情報の開示 

情報取扱責任者※1 

各担当本部長 管理本部長※2 

社 長 

各事業所・子会社 
（発生部署） 

重要情報 

経理部 経営企画室・総務部 
月次 
報告 

情報開示の要否の確認 

社長、取締役会への報告 

外部への相談・確認（取引所、 
会計監査人、顧問弁護士等） 

情
報
開
示
の
指
示 


